
 

                           議 案 第 ３ ６ 号     

 

 

      磐田市立学校の施設開放に関する条例の一部を改正する条例の       

制定について       

 

    磐田市立学校の施設開放に関する条例の一部を改正する条例を別紙の    

ように制定するものとする。    

 

     令和８年２月１６日提出 

 

                       磐田市長 草 地 博 昭      
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   磐田市立学校の施設開放に関する条例の一部を改正する条例    

 磐田市立学校の施設開放に関する条例（平成１７年磐田市条例第９８号）

の一部を次のように改正する。 

 第１２条に次の１号を加える。 

 ⑷ 使用団体が、空調設備を使用しなかったとき。 

 別表 (ア)開放施設の範囲、開放時間及び施設使用料の表のうち運動場の項中

「・大藤小学校・向笠小学校」及び「・岩田小学校」を削り、「磐田第一中

学校」を「向陽小学校・磐田第一中学校」に改め、同表備考１中「午前及び

午後の区分」を「午前、午後及び夜間の区分」に改め、別表 (イ)照明設備使用

料の備考を次のように改める。 

 備考 

  早朝、午前、午後及び夜間の区分を通じて使用する場合の使用料は、各

区分の合計額とする。 

 別表に次のように加える。 

 (ウ) 空調設備使用料                  （単位：円） 

施設名 早朝 午前 午後 夜間 

午 前 ５

時 か ら

午 前 ７

時まで 

午 前 ８

時 か ら

正 午 ま

で 

午 後 １

時 か ら

午 後 ５

時まで 

午 後 ６

時 ４ ５

分 か ら

午 後 ９

時まで 

体 育 館

１ 面 当

たり 

磐田北小学校・磐

田中部小学校・磐

田西小学校・磐田

南小学校・東部小

学 校 ・ 長 野 小 学

校・田原小学校・

富士見小学校・福

＼ ９００ ９００ ５１０ 
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田小学校・豊浜小

学校・竜洋東小学

校 ・ 竜 洋 西 小 学

校 ・ 竜 洋 北 小 学

校 ・ 豊 田 南 小 学

校・青城小学校・

豊田東小学校・豊

岡南小学校・豊岡

北小学校・磐田第

一中学校・城山中

学 校 ・ 神 明 中 学

校・南部中学校・

福田中学校・竜洋

中学校・豊田中学

校 ・ 豊 田 南 中 学

校・豊岡中学校 

 向陽小学校 ＼ １，４

４０ 

１，４

４０ 

８１０ 

 豊田北部小学校・

向陽中学校・豊田

中学校 

＼ ３，９

９０ 

３，９

９０ 

２，２

４０ 

備考 

  午前、午後及び夜間の区分を通して使用する場合の使用料は、各区分の

合計額とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年６月１日から施行する。ただし、第３項の規定は、

公布の日から施行する。 
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 （適用区分） 

２  改正後の磐田市立学校の施設開放に関する条例（以下「新条例」とい

う。）第１２条及び別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の使用に係る使用料について適用する。 

 （準備行為） 

３ 新条例第１２条及び別表に規定する空調設備を使用するために必要な使

用許可及び使用料の納付は、施行日前においても、磐田市立学校の施設開

放に関する条例第５条及び第１０条の規定の例により行うことができる。 
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磐田市立学校の施設開放に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

（使用料の還付） （使用料の還付） 

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

るときは、その全部又は一部を還付することができる。 

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

るときは、その全部又は一部を還付することができる。 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

（追加） 

 

(４) 使用団体が、空調設備を使用しなかったとき。 

 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

（ア） 開放施設の範囲、開放時間及び施設使用料 （単位：円） 

施設名＼開放時間 早朝 午前 午後 夜間 

午 前 ５

時 か ら

午 前 ７

時まで 

午 前 ８

時 か ら

正 午 ま

で 

午 後 １

時 か ら

午 後 ５

時まで 

午 後 ６

時 45 分

か ら 午

後 ９ 時

まで 

略 

運 動

場 

磐田北小学校・磐田中部

小学校・磐田西小学校・

磐田南小学校・東部小学

校・大藤小学校・向笠小

学校・長野小学校・岩田

小学校・田原小学校・富

士見小学校・竜洋東小学

校・竜洋西小学校・竜洋

北小学校 

０ ０ ０ ＼ 

磐田第一中学校＿＿＿＿

＿＿・城山中学校・向陽

中学校・神明中学校・南

０ ０ ０ ０ 

（ア） 開放施設の範囲、開放時間及び施設使用料 （単位：円） 

施設名＼開放時間 早朝 午前 午後 夜間 

午 前 ５

時 か ら

午 前 ７

時まで 

午 前 ８

時 か ら

正 午 ま

で 

午 後 １

時 か ら

午 後 ５

時まで 

午 後 ６

時 45 分

か ら 午

後 ９ 時

まで 

略 

運 動

場 

磐田北小学校・磐田中部

小学校・磐田西小学校・

磐田南小学校・東部小学

校＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿・長野小学校＿＿＿

＿＿＿・田原小学校・富

士見小学校・竜洋東小学

校・竜洋西小学校・竜洋

北小学校 

０ ０ ０ ＼ 

向陽小学校・磐田第一中

学校・城山中学校・向陽

中学校・神明中学校・南

０ ０ ０ ０ 
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現行 改正案 

部中学校・竜洋中学校 

福田小学校・豊浜小学

校・福田中学校・豊岡南

小学校・豊岡北小学校 

＼ ０ ０ ＼ 

豊田北部小学校・豊田南

小学校・青城小学校・豊

田東小学校・豊田中学

校・豊田南中学校・豊岡

中学校 

＼ ０ ０ ０ 

略 
 

部中学校・竜洋中学校 

福田小学校・豊浜小学

校・福田中学校・豊岡南

小学校・豊岡北小学校 

＼ ０ ０ ＼ 

豊田北部小学校・豊田南

小学校・青城小学校・豊

田東小学校・豊田中学

校・豊田南中学校・豊岡

中学校 

＼ ０ ０ ０ 

略 
 

備考 

１ 午前及び午後の区分＿＿＿を通して使用する場合の使用料は、各区分

の合計額とし、開放時間は、各区分間を含むものとする。 

２ 略 

備考 

１ 午前、午後及び夜間の区分を通じて使用する場合の使用料は、各区分

の合計額とし、開放時間は、各区分間を含むものとする。 

２ 略 

（イ） 照明設備使用料 

略 
 

 （イ） 照明設備使用料 

略 
 

 備考 

午前及び午後の区分を通して使用する場合の使用料は、各区分の合計額

とする。＿＿＿＿＿＿ 

 備考 

早朝、午前、午後及び夜間の区分を通じて使用する場合の使用料は、各

区分の合計額とする。 

（追加） （ウ） 空調設備使用料                （単位：円） 

 施設名 早朝 午前 午後 夜間 

午 前 ５ 時

か ら 午 前

７時まで 

午 前 ８ 時

か ら 正 午

まで 

午 後 １ 時

か ら 午 後

５時まで 

午 後 ６ 時

45 分 か ら

午 後 ９ 時

まで 

体 育

館 １

面 当

磐田北小学

校・磐田中

部小学校・

＼ 900 900 510 
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現行 改正案 

たり 磐田西小学

校・磐田南

小学校・東

部小学校・

長 野 小 学

校・田原小

学校・富士

見小学校・

福 田 小 学

校・豊浜小

学校・竜洋

東小学校・

竜洋西小学

校・竜洋北

小学校・豊

田 南 小 学

校・青城小

学校・豊田

東小学校・

豊岡南小学

校・豊岡北

小学校・磐

田第一中学

校・城山中

学校・神明

中学校・南

部中学校・

福 田 中 学

校・竜洋中
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現行 改正案 

学校・豊田

中学校・豊

田 南 中 学

校・豊岡中

学校 

向陽小学校 ＼ 1,440 1,440 810 

豊田北部小

学校・向陽

中学校・豊

田中学校 

＼ 3,990 3,990 2,240 

 

 備考 

 

 

  

午前、午後及び夜間の区分を通して使用する場合の使用料は、各区分の

合計額とする。 

 



参考資料 

 
磐田市立学校の施設開放に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 
１ 改正（制定）の趣旨 

 令和７年度より３か年の計画で設置予定の市内小中学校体育館の空調機器に

ついて、設置を終了した施設から学校体育施設利用団体に開放します。 
このことに伴い、「使用料の見直しに関する基本方針（財政課）」に則り、受

益者負担として使用料を徴収します。 
 
２ 改正（制定）の要旨 

 使用料の金額については、既に使用料を徴収している照明設備使用料と同様

に算出します。 
 

バレーボールコート１面当たり 
              使用区分 午前 午後 夜間 

使用時間 4 4 2.25 
スポットバズーカ  900 900 510 
マルチエアコン（ＧＨＰ） 3,990 3,990 2,240 
マルチエアコン（ＥＨＰ）              1,440 1,440 810 

 

  ※設置する機器の電力・ガス使用量に応じて、実費で使用料を設定します。 

 

（参考） 

設置機器 平均使用電力量 設置校数（予定） 

スポットバズーカ 8.76kw 26 校 46 面 

マルチエアコン GHP 4.33kw＋ガス 3～7㎥/h 3 校 6 面 

マルチエアコン EHP 14kw 1 校 2 面 

 

 

３ 施行期日 

  令和８年６月１日 設置が済んだ学校から順次 


